
   綾瀬市特別支援教育就学奨励費実施要綱 

 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に則り特別支援学級等への就学の特殊

事情を考慮し、その就学に係る保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普

及奨励を図るため、特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）を給付

することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 奨励費の対象者は、次の各号に掲げる者（以下「対象者」という。）とす

る。 

(1) 綾瀬市立の小学校及び中学校（以下「綾瀬市立小中学校」という。）の特別

支援学級に在籍する児童生徒（綾瀬市学校教育法施行細則（昭和５６年綾瀬市

教育委員会規則第２１号）第９条第２項の規定により教育委員会から綾瀬市立

小中学校への就学を承諾された児童生徒を含む。）の保護者 

(2) 通常の学級に在籍する学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２

２条の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者 

(3) 通常の学級に在籍する学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第１４０条の規定により障害に応じた特別の指導（その在籍する綾瀬市立小中

学校以外の学校において実施するものに限る。以下同じ。）を受けている児童

生徒の保護者 

 （給付対象経費等） 

第３条 奨励費の給付対象経費は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育

就学奨励費補助金交付要綱（昭和６２年５月１日文部大臣裁定）別記２に定める

補助対象経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第３号に掲げる対象者に対しては、障害に応じ

た特別の指導に係る通学費のみを給付する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について

は、第６条の規定により定められた給付期間が４月２日以降である者には給付し

ないものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、綾瀬市就学援助要綱（平成２３年４月１日施行）

に基づき就学援助を受けている者は、就学援助により給付を受けた奨励費の給付



対象経費に相当する経費については給付しないものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１２

条に規定する生活扶助又は同法第１３条に規定する教育扶助が行われている者（

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和２９年５月８日社 

発第３８２号厚生省社会局長通知）による保護措置で同等の扶助が行われている

者を含む。）は、当該扶助により給付を受けた奨励費の給付対象経費に相当する

経費については給付しないものとする。 

６ 給付対象経費の額は、第５条第１項の規定により対象者ごとに決定した支弁区

分に応じ、国の定めた当該年度の特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象

限度額に定める額とする。 

７ 前項の規定にかかわらず、修学旅行費の額は、小学校にあっては１５，１９０

円、中学校にあっては３２，７００円を超えない範囲内で修学旅行の実費相当額

とする。  

（申請） 

第４条 奨励費の給付を受けようとする対象者は、毎年度、特別支援教育就学奨励

費にかかる収入額・需要額調書（第１号様式。以下「調書」という。）に前年所

得金額等を証明する書類（以下「添付書類」という。）を添えて、教育委員会に

申請しなければならない。ただし、前年所得金額等を公簿等により確認できる場

合は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、対象者は、自らが保護する児童生徒が在籍する

綾瀬市立小中学校の学校長に調書及びその添付書類を提出することができる。こ

の場合において、学校長が受理した日を教育委員会に申請した日とみなすものと

する。 

 （決定等） 

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の

属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領（昭和５０年５月３０日付け文

初特第３２４号）の規定により保護者の属する世帯の収入額及び需要額を算定し、

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）第

２条の規定の例により支弁区分を決定する。 

２ 教育委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を学校長及び保



護者に通知するものとする。 

 （給付期間） 

第６条 前条の規定による支弁区分の決定を受けた者に対する奨励費の給付期間（

以下「給付期間」という。）は、教育長が定める日までに調書を提出した者につ

いては第４条の規定による申請があった年度の４月１日（年度の途中で対象者と

なった者については、対象者となった日）から当該年度の末日までとし、教育長

が定める日の翌日以降に調書を提出した者については提出した日の属する月の初

日から当該年度の末日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中で対象者でなくなった者の給付期間

は、対象者でなくなった日（対象者の保護する児童生徒の転学により対象者に該

当しなくなった場合は、児童生徒の最終在籍日）までとする。 

（経費報告） 

第７条 教育委員会は、第３条に規定する給付対象経費のうち、必要な経費に関す

る資料の提出を学校長に求めるものとする。 

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則  

この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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